
シ
ヨ

て
、
民
宗
一
以
振
に
凶
ず
る
。
初
め
石
川
耶
抑
野
に
之

一
と
。
謀
、
氷
三
年
三
且
品
川
一
日
一
車
内
躍
が
同
夫
人
を
紛
う

を
時
間
放
し
た
と
い
ふ
。

一
た
こ
と
で
、
後
の
二
悶
は
御
泊
放
と
僻
す
る
も
の
で

ジ
ヨ
ウ
グ
ウ
ジ
よ
宮
寺

金
仰
出
白
川
に
在
つ

一
あ
っ
た
。

て
、
保
宗
商
振
に
邸
す
る
。
初
め
石
川
淵
押
野
村
に

一

ジ
ヨ
ウ
ケ
イ

務
総

悶
主
綿
布
休
掛
探
宗
束
波

町
た
が
、
開
国
長
中
今
の
地
に
称
じ
た
と
い
」
。

一
閉
山
町
寺
の
例
。
凶
通
院
と
務

L
、
玄
風
と
観
し
た
。

ジ
ヨ
ウ
グ
ウ
ジ
上
空
白
寺

江
沼
山
直
下
に
在
つ

一
照
司
に
加
み
、
文
久
三
年
入
且
官
五
日
五
十
九
段
を

て
、
長
宗
市
川
振
に
邸
ナ
る
。
も
と
遊
説
で
あ
っ
た
が
、
一
以
て
寂
。
同
寺
は
後
に
前
凶
氏
を
都
す
る
。

明
治
十
二
年
泊
月
寺
桜
の
公
癖
を
泊
さ
れ
た
。

一

シ
ョ
ウ
ゲ
ツ
ジ
松
月
寺

金
砂
野
出
寺
問
に
在

ジ
ヨ
ウ
グ
ウ
ジ
上
官
寺

抽
出
尖
川
小
松
制
工
町

一
っ
て
、
W
制
宗
に
開削
し
、
羽
範
山
と
総
す
る
。
文
般

に
在
っ
て
、
長
宗
凶
振
に
邸
す
る
。
初
め
石
川
消
抑

一
二
年
刷
制
限
刑
部
が
、
白
的
利
向
の
お
越
前
に
於
い
て

野
に
居
た
が
、
見
永
中
に
至
。
今
の
地
に
料
じ
た
と

一
創
め
た
寺
で
あ
る
が
、
前
凶
利
家
入
凶
の
後
金
持
に

い
」
o

一
w
v
o
、
刑
邸
か
ら
抗
う
て
小
立
野
に
活
用
目
し
、
元
和

ジ
ヨ
ウ
グ
ウ
ジ
ャ
ブ
上
宮
寺
葱

石

川

柑
押
野

一
元
年
今
の
地
に
斡
じ
た
。
話
寺
境
内
に
有
名
な
る
老

庄
抑
野
村
衡
の
内
に
上
宮
寺
訟
と
い
ふ
が
あ
っ
て
‘

一
岡
田
が
あ
0
、
大
間
ほ
と
も
御
殿
聞
ほ
と
も
い
ふ
。
中
典
主

mu
上
宮
寺
の
あ
っ
た
跡
で
あ
る
と
沈
永一
郎
に
犯
し
て

一
昨
利
向
が
附
川
利
治
か
ら
小
松
械
の
中
邸
に
あ
っ
た

あ
る
。
金
尚
一
合
坂
の
羽
泉
寺
も
、
木
品川
町
の
上
宮
寺
も
の
を
拝
領
し
た
と
Mm
へ
る
の
は
、
必
ず
制
問
酬
の
あ

も
、
抗
狩
町
の
上
宮
寺
も
・
能
央
消
小
松
の
上
沼
寺

一
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
室
直
前
が
滋
z
松

H
t
F沼
z
慢

も
、
皆
も
と
は
抑
射
の
上
笥
寺
で
あ
っ
た
と
似

へ
て

一
花
-
の
持
に
、
『
古
寺
汁

γ調
廿
春
巴
技
。
由
松
山
間
純
情
=

ゐ
る
。

一
欄
干
。
珠
林
廿
山
ν
説
芸
長
生
。
呑
附
引
v

風
註
未
ν
裂
。

シ
ョ
ウ
ヲ
ン

部
宮
市

J
リ
ュ
ウ
モ
リ
J

シ
ョ
ウ
ク

一
倒
ド
人
符
冠
王
尖
。
仰
前
例
作
間
花
お

o
m探
鉱
符

Y

組
門
稲
田
川
。

一
米
s
郎
去
。併
有
z

夕
陽
ゐ

rH掴
鞍

d

』
と
あ
る
。

シ
ョ
ウ
グ
ン
リ
ン
テ
イ
将
窓
臨
剥

江
戸
山
間
山
川

シ
ョ
ウ
ゲ
ン
筒
玄

日
間
山
宗
の
併
。
何
許
の
人

以
来
将
准
の
削
川
氏
邸
に
臨
ん
だ
の
は
九
阿
を
蚊
へ
な
る
か
を
仰
へ
ぬ
。
永
仁
中
日
像
の
石
川
淵
大
野
に

る。

ωち
民
民
間
十
二
年
且
日
不
祥
努
忠
が
利
日目
の
江

一
鋭
を
倒
的
た
時
、

m似
の
来
っ
て
邸
依
す
る
も
の
多

戸
の
放
館
に
臨
ん
だ
こ
と
。
元
和
三
年
五
月
十
三
日

↑
〈
、
迭
に
寺
を
遣
っ
て
そ
の
地
を
表
せ
ん
と
企
て

禿
山
ゆ
が
利
治
の
民
口
邸
に
臨
ん
だ
こ
と
。
見
永
六
年

一
ー
た
。
日
似
即
ち
日
出
奈
織
を
倒
し
て
之
を
本
愈
と
な
さ

四

M
サ
六
日
家
光
が
利
治
の
制
問
邸
に
臨
ん
だ
こ

↑
し
め
、
妙
正
寺
の
勝
を
胤
(
へ
た
。
是
に
於
い
て
向
玄

と
。
同
年
凶
且
』
H
九
日
前
将
軍
努
忠
が
岡
山
に
臨
ん

一
阿
山
山
梨
は
力
を
餓
く
し
て
工
邸
を
督
L
、
成
る
に
及

だ
こ
と
。
流
氷
十
出
年
二
且
十
八
日
家
光
が
同
邸
に

一
ん
で
山
脱
を
制
加
山
と
い
う
た
。
こ
の
寺
は
天
正
中

臨
ん
だ
こ
と
。
見
氷
十
七
年
三
且

H
八
日
家
光
が
同

一
兵
挺
に
縦
っ
て
緩
減
し
、
元
利
元
年
日
係
之
を
金
持

郎
に
臨
ん
だ
こ
と
。

一兆
政
イ
五
倍
・
四
月
切
六
日
綱
吉

一
に
町
内
得
し
た
。

が
綱
紀
の
木
郷
剛
山
に
臨
ん
だ
よ
と
。
文
政
十
一

日ヰ=一

一

シ
ョ
ウ
ゲ
ン

月
十
三
日
家
持
が
狩
泰
夫
人
を
本
郷
邸
に
訪
う
た
こ

一
智
鮫
閉
山
支
。

シ
ョ
ウ
ゲ
ン
ア
ン

松
源
庵

金
保
泉
寺
町
田
脚
世
間

法
師
同
一
蹴
凶
務
寺
の
塔
凶
で
あ
っ
た
が
、
今
厳
し
て
存

主

2
0

そ
ueシ

ョ
ウ
ゲ
ン
イ
ン
松
現
院

大
型
寺
田
川
中
山
第
十

二
代
前
回
利
義
夫
人
前
田
氏
の
法
脱
。
詳
し
〈
は
松

務
院
妙
獄
日
築
大
姉
。

シ
ョ
ウ
ケ
ン
キ
リ
ヤ
ク
象
賢
紀
賂

一

冊
。
原

名
は
利
長
公
御
代
之
お
ぼ
え
笹
。
別
名
村
井
勘
イ
郎

鍍
杷
o
村
井
勘
十
郎
ハ
後
又
兵
衛
〉
長
明
の
飯
犯
を
、

そ
の
子
勘
十
郎
長
時
か
ら
前
回
綱
紀
に
提
出
し
た
も

の
で
、
若
者
は
初
め
利
家
に
仕
へ

、
後
大
山
由
寺
務
臣

と
な
っ
た
入
で
あ
る
。
内
容
は
利
家
の
施
去
か
ら
利

長
が
太
田
但
忠
良
知
を
殺
筈
す
る
ま
で
、
医
長
周
年

乃
京
七
年
の
原
氏
を
開札
し
て
ゐ
る
。
息
災
紀
略
の
外

凶
は
、
犯
相
公
御
夜
揺
を
関
市
世
鍛
と
い
ふ
が
如
く
、

綱
紀
の
命
名
に
か
h

る
の
で
あ
ら
う
。

シ
ョ
ウ
ケ
ン
ジ
正
賢

寺

能

楽
郡
能
楽
に
在
っ

て
、
司
叫
宗
来
援
に
鴎
す
る
。
も
と
遊
説
で
あ
っ
た
が
、

明
治
十
二
年
十
二
且
寺
鋭
の
公
摂
を
許
さ
れ
た
。

シ
ョ
ウ
ゲ
ン
ジ

少
玄
寺

金
棒
常
磐
町
に
在
っ

て
、
日
議
宗
に
臨
す
る
。
明
治
十
七
年
創
立
の
許
可

を
得
た
。

ー
チ
ト
ウ

Y

ヨ
ウ
ゲ
y

ジ
ヨ
ウ
ケ
ン
ジ

湾
照
寺

て
、
民
宗
商
振
に
邸
す
る
。

ジ
ヨ
ウ
ゲ
ン
ジ

湾
源
寺

て
、
国
民
宗
京
涯
に
留
す
る
。

ジ
ヨ
ウ
ケ
ン
チ
プ
ギ
ヨ
ウ
定
検
地
奉

行

定

永

四
年
以
前
に
出
野
多
門
・間
関
次
郎
左
衛
門・
矢
野
孫

右
術
山
川
甜
す
が
之
を
勤
め
た
。
そ
の
後
敏
人
あ
旬
、
奥

力
か
ら
勤
め
た
も
の
も
あ
る
。
次
い
で
斑
治
三
年
余

松
木
潟
・背
木
治
右
衛
門
、
そ
の
後
嶺
苦
之
丞
・河
合

治
兵
衛
、
延
詑
八
年
に
は
猪
民
間
右
衛
門
、
天
和
二

年
に
は
千
秋
川
田
左
衛
門
が
命
ぜ
ら
れ
、
冗
品
開
末
年
か

閥
均
川
金
丸
に
在
つ

調
羽
咋
榔
上
倒
に
在
つ

照
玄

三
九
八

ら
は
十
人
と
な
っ
て
泌
紛
す
る
。

シ
ョ
ウ
コ
ウ
詔
興

J
ウ
Y
タ
タ
シ
ョ
ウ
ヨ
ウ

官
民
抑
制
川
県
。

シ
ョ
ウ
コ
ウ
イ
ン

昌
光
院
加
到
滞
中
山
第
五
代

前
回
綱
紀
の
養
女
で
、
鵠
凶
附
侯
泊
升
忠
虫
川
夫
人
と
な

っ
た
箆
釧
の
法
獄
。
詳
し
く
は
円
日
光
院
氷
峰
山
智
哲
妙

心
大
妨
。

ジ
ヨ
ウ
コ
ウ
イ
ン
定
光
院

石
川
部
大
采
寺
の

然
出
聞
で
、
延
随
二
年
徹
泌
の
創
放
し
た
も
の
。
後
年

版
せ
ら
れ
た
が
‘
大
正
元
年
同
制
大
既
に
再
興
し
て

尼
寺
と
し
た
。

ジ
ヨ
ウ
コ
ウ
イ
ン
湾
香
院

大
山
一
一
寺
務
中
山
第
九

代
前
聞
利
之
の
子
某
の
法
製
。
詳
し
く
は
探
一
脊
院
玉

部
一
妙
山
市
川盟
亡
。

シ
ョ
ウ
コ
ウ
ジ
勝
光
寺

nM川
端
打
越
に
在
っ

て
、
探
宗
脳
波
に
幽
す
る
。
山
批
は
弓
絞
山
。
初
め

之
を
弓
披
に
創
立
し
、
後
水
川
丸
に
移
っ
た
が
、
京

商
分
殿
の
際
、
寺
主
祐
院
の
二
子
怖
昭
一
は
ね
越
に
抑

じ
て
廿
山
寺
を
立
て
た
。

シ
ョ
ウ
コ
ウ
ジ

勝
光
寺

能
楽
榔
小
松
東
町
に

在
っ
て
、
国
胤
宗
東
一
政
に
脳
す
る
。
初
め
江
沼
抑
弓
彼

に
在
。
、
次
い
で
水
間
丸
に
移
っ
た
が
、
東
問
分
段

の
際
寺
中
ぃ
加
川
H
の円山
子
飴
欽
は
東
一蹴に
M

闘
し
、
問嵐長

元
年
今
の
地
に
移
っ
た
。

シ
ョ
ウ
コ
ウ
ジ
正
光
寺

金
持
活
資
町
に
在
っ

て
、
提
出
訊
凶
仮
に
邸
ず
る
。

シ
ョ
ウ
コ
ウ
ジ
正
光

寺

能

楽
地
上
牧
に
あ
っ

て
、
由
良
宗
策
振
に
臨
す
る
。
山
蹴
は
翫
月
山
。

シ
ョ
ウ
コ
ウ
ジ
正
光
寺
羽
咋
榔
飯
山
に
在
っ

て
、
由
民
宗
預
振
に
臨
す
る
。
初
め
刊
榔
萩
谷
に
居
た

が
、
寛
永
二
年
今
の
地
に
制
じ
た
と
い
ふ
。

シ
ョ
ウ
コ
ウ
ジ
正
光
寺

臥
一
京
術
潟
婦
に
在
っ

て
、
司
叫
宗
東
一
訟
に
邸
す
る
。
も
と
岡
地
入
山
に
在
つ

、


